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足立区男女共同参画推進委員会会議概要 

会 議 名 令和２年度 第２回 足立区男女共同参画推進委員会 

事 務 局 地域のちから推進部区民参画推進課 

開催年月日 令和２年８月３１日（月） 

開 催 時 間 午後２時００分 ～ 午後３時４６分 

開 催 場 所 エル・ソフィア ３階 第２学習室 

出 席 者 

【委員】 

石阪 督規 委員長 高祖 常子 副委員長 石川 秋恵 委員 

内藤  忍 委員 片野 和惠 委員 野田 睦子 委員 

保田 昌徳 委員 小川 節子 委員 添田 雅子 委員 

田中 孝子 委員 上野須美代 委員 猪野 純子 委員 

亀田 彩子 委員   

【事務局】 

寺島 光大 区民参画推進課長 

明石 光人 男女共同参画推進係長 前川 男女共同参画推進係主任 

【傍聴者】 １名 

会 議 次 第 １ 前回（７／２７開催）委員会のふりかえり 

２ 「年次報告書」について 

  （１）重要課題の抽出 

  （２）抽出課題に関する自由討議・意見交換 

３ 所管課ヒアリングについて 

  （１）ヒアリング実施課の検討 

  （２）実施回と内容 

４ 事務連絡 
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資 料 

 

・資料１：令和２年度第１回男女共同参画推進委員会の要点 

・資料２：「足立区男女共同参画推進委員会に関する年次報告書」 

     各年度の重点項目 

・その他１：令和２年度第１回男女共同参画推進委員会会議録 

・その他２：ワーク・ライフ・バランス推進認定企業ハンドブック 

 

      男女参画プラザ区民企画講座チラシ 

 

そ の 他 
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（審議経過） 

１ 前回（７／27開催）委員会のふりかえり 

（寺島課長） 

 皆さん、こんにちは。 

 定刻になりましたので、ただいまより令和

２年度第２回目の足立区男女共同参画推進

委員会を開催させていただきます。 

 私、区民参画推進課長の寺島でございます。

よろしくお願いいたします。 

 まず、当委員会でございますが、男女共同

参画推進委員会規則第４条におきまして、半

数以上の委員のご出席をもって成立すると

されております。本日、有効に成立しており

ますことを、まずご報告させていただきます。 

 また、同規則第５条によりまして、当委員

会は公開の委員会となっております。ご発言

いただきました委員の方々には、後ほどご発

言内容を確認いただいた上で、ホームページ

等で公開をしてまいりたいと、このように考

えております。 

 また、本日、傍聴人の方もお見えになって

おりますので、ご承知おきをくださいませ。 

 それではまず、お手元資料の確認を事務局

からさせていただきます。 

（明石係長） 

 区民参画推進課の明石と申します。本日は

よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の配付資料の確認をいた

します。 

 まず、第２回足立区男女共同参画推進委員

会の次第が１部入っております。資料１とし

て、令和２年度第１回男女共同参画推進委員

会、前回の要点をまとめたものが両面刷りで

１枚入っております。資料２として、「足立

区男女共同参画推進委員会に関する年次報

告書」過去５年度分の重点項目を並べたもの

が１枚ございます。その他１として、前回の

皆様の議事をまとめさせていただきました

会議録のほうがホチキス留めで入っており

ます。これは、今週末もしくは来週初めには

足立区の公式ホームページに掲載させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。

そして、ワーク・ライフ・バランスの推進企

業ハンドブックといって、Ａ５判のサイズが、

こちら令和元年度バージョンなんですけれ

ども、先日出来上がりましたので、皆様にお

配りさせていただきました。あと、講座のチ

ラシが２枚入っております。テレワークに関

するものと家事シェアに関するものが２枚

入っております。 

 猪野委員から追加のチラシが２枚入って

おりますので、それも２枚入れております。 

 以上になりますが、お手元にない資料はご

ざいますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、資料の確認を終わります。ありがと

うございました。 

（寺島課長） 

 それでは、次第に沿いまして進めさせてい

ただきます。 

 まず、本日議題の１、前回のふりかえりで

ございます。今、資料確認もございましたが、

資料の１をご確認ください。 

 簡単に前回のふりかえりをさせていただ

きます。 

 前回、私から主に男女共同参画社会推進に

係る区及び本委員会のこれまでの取り組み

についてということで、簡単にご説明をさせ

ていただいたところです。 

 お話しした内容につきましては、記載のと

おりになります。７次計画に基づいて、今さ

まざまな施策を進めていますところで、ご報

告をさせていただいたところです。 

 続きまして、石阪委員長のほうから、男女

共同参画の動向について、お話を頂戴したと

ころです。 

 国のほうで第５次の計画策定が進んでい
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るというところも併せまして、書かれている

ような内容を委員長からお話しいただいた

という形になります。 

 その後、今年度の当委員会の重要課題の抽

出について、各委員様方からご発言をいただ

いたところです。 

 主なところでは、やはりこのコロナ禍にお

いて、ＤＶ関連が気になるというお声があっ

たりですとか、コロナに伴っていろいろなと

ころがお休みになったりとか、テレワークの

関係があって、そういったワーク・ライフ・

バランスの関係のお話も頂戴しました。 

 裏面のところでは、最近新しいＳＤＧｓの

話も出てきましたので、そういったところの

お話も頂戴したところであります。 

 そういった中で今回、前回の討議に引き続

いて重要課題を絞り込んでいくといった流

れになってまいります。 

 よろしくお願いをしたいと思っておりま

す。 

 このふりかえりのところはよろしいでし

ょうか。 

 

２ 「年次報告書」について 

  （１）重要課題の抽出 

  （２）抽出課題に関する自由討議 

     ・意見交換 

（寺島課長） 

 そうしましたら、次第の２、重要課題の抽

出について、今後、石阪委員長のほうで進め

ていただければと思います。どうぞよろしく

お願いをいたします。 

（石阪委員長） 

 改めまして皆さんこんにちは。よろしくお

願いします。 

 本日は２回目の委員会ということになり

ますけれども、次回、第３回のときに、ヒア

リングをやるということになっていますの

で、所管課の方にお声がけをして、次回は皆

様からその所管課の方々に対していろいろ

質問をしていただく、そういう場を設けたい

と思っています。 

 ですので、本日はテーマを例年ですと二つ

ぐらいに絞っていただいて、その二つのテー

マについて重点的に皆さんからご意見をい

ただくということにしていきたいと思いま

すので、今日前半の時間を使って、皆さんか

らまた意見をいただいて、今こういうコロナ

の時期でもあるので、どのようなテーマを皆

さんとともに議論していって、どんなような

テーマについて所管課の方に聞いてみたい

かということをお話しいただくと。 

 休憩を挟んで後半は、具体的に所管課が決

まって、どのような質問を我々として、して

いくべきなのか、皆さんとともに共有してい

きたいと思います。 

 まずは、資料の２を見ていただきたいと思

います。「男女共同参画推進施策に関する年

次報告書」各年度の重点項目と書いてありま

す。これは過去５年間にわたって、実際に重

点項目、つまりヒアリングをして、この委員

会の意見としてまとめてきたテーマになり

ます。 

 昨年、委員を経験された方については令和

元年度、覚えていらっしゃると思うんですけ

れども、第７次の行動計画でいうと、Ⅰ－３、

それからⅣ－２ということで進めてきまし

た。テーマでいうと、育児、主に介護の話を

しました。そして、もう一つのテーマが貧困

の連鎖、これどう断ち切るかという話でした

けれども、所管課の方にお越しいただいてお

話を聞いたと。地域包括支援センターの方が

来られたのかな。たしかお話をいただいたの

を覚えていますね。たしかそんな感じでした。 

 もう一つ前に遡ると、今度は多様な視点を

防災・減災・復興、そのテーマで防災関係の
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お話を伺ったと。 

 それからもう一つは、子どもを地域の中で

どうやって育てていくのかというようなお

話。 

 第７次になってからは、この４つのテーマ

で今まで議論してきました。 

 ちなみに、第６次の、つまり足立区のこの

前の計画のときには、２本というよりは結構

テーマもたくさんあって、以下に書いてある

ような形で進めてきました。 

 恐らく、今回委員をされている方は、遡っ

ても多分29年度までかなと。28、27の方は多

分いらっしゃらないと思いますので、29年度

以降についてはご存じの方もいるというこ

とになっています。 

 それでは、今年度は何をテーマにするのか

ということですけれども、この辺を参考にし

ながら、改めて第７次の計画を見てみると、

やったところは、重複したところは、また同

じ方に来ていただいてもしようがないので、

むしろそうじゃない部分、これを伺っていき

たいとも思うんですけれども、何せ今コロナ

の時期ですから、この第７次の計画をつくっ

たときは、まさかこういうことになるとは想

定していなかった。そういう中で、男女共同

参画、前回皆さんに一通り課題を含めてお話

もいただいたんですが、皆さんの一つの大き

な課題というのは、ウィズコロナ、ポストコ

ロナ時代の男女共同参画のあり方というこ

とに集約されるのかなという気もしていて、

例えばテレワークも進みましたし、オンライ

ンでの会議なんかも行われるようになった

けれども、反面課題も多かったということで

すね。その分、女性の家事負担は増えたんじ

ゃないかとか、あるいは子どもや配偶者に対

する暴力が潜在化してしまって、なかなか表

に出てこなくなったんじゃないかとか、いろ

んなご意見をいただきました。 

 そういう中で、やっぱりコロナとは切って

も切り離せない、そういう中で、何について

足立区として重点的に進めていくのかを考

えていくということなんですけれども、どう

でしょうか。皆さんに伺っていきたいと思う

んですが。 

 高祖さん、どうですか。前回の話を一通り

皆さん聞きましたけれども、あえて議論した

いテーマ。これは最終的には区長のほうに提

言をするわけですね。こういうことで委員会

として提言したいということを言うわけで

すが、何か一つアイデアとして、これはどう

でしょうかという点はありますか。一通り皆

さんにも聞いていきたいと思うんですが、こ

のテーマはどうでしょうかと。 

（高祖副委員長） 

 ありがとうございます。高祖です。 

 やっぱり前回出たのと同じように、不安と

かいらいらが暴力につながってきているの

かなというところはとても感じるところで

す。 

 あと、もし、ざっくりでもいいんですけれ

ども、足立区の状況として、何かいろいろ経

済が止まったことで貧困の方とか、会社倒産

したりとか、お仕事を失ったりとか、全国的

にそういう話が出ています。大学生でも、ア

ルバイトをしながら学費と生活費を稼いで

いたところが、アルバイトがうまく回らなく

て、大学を辞めようと思っているという話も

聞いたりしているので、何かそういうコロナ

によって見えているところと見えていない

ところが気になっています。あまり数字に出

てはいないんだけれども、やっぱりおうちの

中でいらいらがたまって子どもに手をあげ

てしまったりとか。 

 あとは逆におうちに在宅していることに

よって、奥さんが結構大変だということが分

かってよかったと。プラスの面も聞こえてき
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たりしています。だから、コロナ前と後ろで

変わった部分というところは結構大きいか

なと思いますね。 

 あと、もう一つは、私はファザーリング・

ジャパンというＮＰＯで理事をしておりま

すけれども、ちょうど先ほどリリースをホー

ムページのほうに貼ったんですが、コロナ前

とコロナ後で、妊娠・出産のところ、立会い

出産もできなかったりとか、両親学級がクロ

ーズしたりとか、あと夫が面会に来られない

ということで、かなりママが孤独に出産や産

後を過ごしていたり。子どもを遊ばせること

も含め、広場もしばらくクローズしていたり

もあったので。 

やっぱりそういうところ、状況の変化によ

って、不安とかいらいらが大きくなって、今

まで問題としてあったことが、コロナによっ

てぐぐっと顕在化されてきたのではないか

なと思います。 

（石阪委員長） 

 そうなるとやっぱり、一つはエビデンスと

いうか、実際ケースは欲しいですね。実際、

どうなったのかというのを。恐らく区役所が

持っているデータは限られていると思うん

ですけれども、実際、ポストコロナ、今はウ

ィズコロナですけれども、どうなっていくの

か。どう変わったのかというところの、例え

ば具体的なケース。例えば、ＤＶの話もそう

ですし、それから家事負担の件もそうかもし

れませんけれども、そのあたりもし所管課の

ほうで持っているデータがあれば教えてい

ただきたいというのは、まず一つかな。 

 じゃ、どんどん聞いて、回して。一言ずつ。

なければいいですけれども、もしこんなテー

マがということがあれば。 

（石川委員） 

 私も、今、高祖さんのほうからあったよう

に、ＤＶの関係ですかね。未然防止が必要じ

ゃないかということと、あと早期の発見とい

うところが重要な課題なのかなと。コロナの

関係でやっぱりいろんな不安とかが出てく

る中で、それに対して気持ちとか感情が整理

できなかったりとかすると、家族に当たって

しまうだとか、そういう暴力につながってい

くんじゃないかなというところで、その辺の

未然に発見できることとかそんなところが、

仕組みがもう少し、誰でも利用できるとか、

相談できるとか、周りの人が発見できたら、

通報じゃないですけれども、そういった相談

できるところがあるんだよというのを周知

とかしていくというのが大事なんじゃない

かなというのを感じた。 

（石阪委員長） 

 そういう意味では、まず皆さん、例えばＤ

Ｖが実際足立区で発生したときに、どのよう

な形で通報され、相談があり、ケアがありと

いうのはなかなか分からない方も多分、僕も

具体的にどうと言われるとなかなか分から

ない部分も多いので、担当課の方にある程度

説明していただく。こういう流れで支援をし

ていますよ。それから、実際にこんなケース

があって、特にコロナのときにこういうのが

あって、こういうことで大変苦労したんだと

いう話も含めて情報提供いただくというこ

とになると、例えば、複数にまたがりますけ

れども、例えば幾つか呼ぶことも可能ですね。

担当課の方に。 

（寺島課長） 

 そうです。可能ですね。 

（石阪委員長） 

 ですので、足立区のＤＶを一通りどういう

流れで支援しているのかということを教え

ていただきたい。 

 内藤さん、いかがでしょうか。 

（内藤委員） 

 内藤です。こんにちは。 
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 この資料１に出していただいた前回意見

交換で出た、特に３のところですね。出たテ

ーマは大変重要なテーマだと私も思ってい

ます。 

 ＤＶのところ、そして、それと関連します

が、計画でいうとⅣ－２ですかね。ひとり親

家庭への支援というところで、今回のコロナ

の状況で貧困に陥っている人がいる中、特に

ひとり親家庭への打撃が大きいということ

で、ここが問題となると思うんですが、昨年

度こちらを取り上げたということで、取り上

げるとすると、ＤＶのところなのかなと。 

 さらに、この意見交換のところで、３の（２）

のところでワーク・ライフ・バランスを取り

上げていただいている。私も前回コメントさ

せていただいたんですが、やはり今座長おっ

しゃったような問題が依然続いているので

はないかというふうに思います。 

 教育現場においても、いまだ教育のところ

で急いでキャッチアップしなきゃいけない

という状況の中で、家庭での取り組みという

のも並行して求められているということも

あって、家事・育児のみならず、教育的な面

でもやはりジェンダーが強化されている嫌

いがあるのではないかという感じはします。 

 この点重要だと思います。 

 あと、孤立させないという点では、前回ち

ょっと、働けるのに働いていない人がいるん

じゃないかとか、国の給付金をもらうという

のはいかがかというようなご意見もあった

かと思うんですけれども、現実には仕事がな

かったり、それから仕事があってもマッチン

グがうまくできなかったり、それから働けな

いという人も多いですし、働いていても今の

最低賃金は依然低いという状況の中で、ある

いは非正規労働がたくさんあるという中で、

賃金が十分でなく生活保護を受けるという

場合もありますし、国際比較で見ますと大変

捕捉率は低い。生活保護の捕捉率。それは足

立区に限りませんけれども、日本の捕捉率は

非常に低いわけなので、なぜ貧困なのに保障

を受けないのかという視点というのはより

重要なのではないかというふうに思います。 

 現在でもさらに貧困に陥っている方々は

いらっしゃいますし、それからＤＶのところ

でも、ＤＶ被害者支援の団体などは、コロナ

のこの状況になってから相当相談が来て、パ

ンク状態であるというふうにおっしゃって

いて、要望書などを国に出されたりしている

んですけれども、もし自治体にそういった声

が届いていないということならば、どういう

問題がそこにあるのか知りたいです。届かな

いと見えないことになってしまいますので、

そのあたりも次回ご担当者から状況を聞か

せていただければというふうに思いました。 

 ありがとうございます。 

（石阪委員長） 

 そういう意味では、行政のほうも情報が欲

しいでしょうね。例えば、ここにいらっしゃ

る皆さんいろいろ支援されたり、実際、現場

に関わっている方もいますので。そういう意

味では情報をどちらかというと伺うという

よりは、共有するような場。そのあたりも必

要なのかなという気がします。 

 片野さん、どうでしょう。 

（片野委員） 

 片野でございます。よろしくお願いします。 

 私はちょっとＤＶでも、今、小学校に登校

支援サポーターとして入っているんです。や

はり不登校ぎみになる子がすごく、今コロナ

で３か月間休校しましたので、やはり圧倒的

に母子の家庭の子が多いというのが私の感

触なんです。 

 一つ、宿題がやっぱり夏休みすごく、２週

間しかないにもかかわらず、非常に高度な調

べ学習という宿題が出ていまして、これはっ
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きり言って親が関わらないとできないよう

な、先生方もそれは認めていらっしゃって、

でも、やはりひとり親だったらそんなに関わ

っていられないんですね。図書館に連れてい

ったり何だりしなくちゃいけない。ネットで

調べては駄目とか書いてあるので、なかなか

難しいですね。だから、こういうところでま

だまだやはり女性がというふうに、勉強も見

るというふうになってしまっていること。 

 あとは、ＤＶ関係でいえば、やはり東京弁

護士会の方がすぐＬＩＮＥ相談を立ち上げ

て、コロナ禍の子どもたちのＳＯＳを拾うと

いうことで、それを少し協力させていただい

たんですけれども、かなりのＬＩＮＥで物す

ごい数が来たというふうに聞いています。 

 だから、それを本当に、すごかったデータ

が、その先行政に届いてどうなっているのか

把握する必要が非常にあると思っています。 

 それから、私たち地域がどうするべきかと

いうことを考えていくというふうな包括的

な流れに持っていけたらいいなというふう

に私は思っております。 

（石阪委員長） 

 分かりにくいのも事実で、例えば都がやっ

ているサービスもあれば、民間がやっている

ところをある意味区で開いてやっていると

か、そういうところもあるので、非常にどう

なっているのかというところが、恐らく支援

している方も、自分が直接支援している場合

は分かると思うんですけれども、仕組みがど

うなっているのかって分かりにくいと思う

ので、恐らく都のサービスもかなり充実して

いるんですね、東京都は。365日24時間やっ

ている。あれ都じゃなかったかな。たしかや

っているの。 

（片野委員） 

 実は先日、こども家庭支援課のほうに行か

せていただいてお話をしたんですけれども、

都でやっていることと、区でやっている、入

口が二つ子どもに関してはあったので、やは

りその辺を私たちももっと知らなくちゃい

けないなというふうに思いました。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 お願いします。 

（野田委員） 

 野田です。私のほうは、今までお話が上が

っているんですけれども、実際に私の周りで

コロナで困っているとか、いろんなＤＶの話

とかも聞こえてきていないので、私としては

いろんな話を聞かせていただきたいかなと

いうところです。 

（石阪委員長） 

 むしろコロナじゃない部分というのも当

然あるわけですよね。このテーマというのは。

今コロナの話でずっと来ましたけれども。 

 そういう意味では、またコロナにかかわら

ず、区として必要な支援もやっていかなきゃ

いけないので。ありがとうございます。 

 じゃ、保田さん。 

（保田委員） 

 こんにちは、保田でございます。 

 前回は欠席しました。申し訳ありませんで

した。 

 資料の１を読ませていただいている中で、

ＤＶだとかワーク・ライフ・バランスの推進、

３の（１）と（２）の項目があるわけですけ

れども、例えば、ちょっと小さいですけれど

も、うちの会社のケースでいうと、半年に１

回は必ず全部の社員さんと大体30分から１

時間ぐらいお話をして、ハラスメントだとか

ＤＶだとか、それからお金の問題、それから

ご家庭で例えば介護を実はする人がいるか

どうかとか、そういうことを面談で私が直接

聞くようにしているんですけれども、ちょう

ど今、８月と９月の初めにかけて、大体約３
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分の２ぐらいの社員さんと面談をしている

中で、幸か不幸か、幸いなことにＤＶだとか

それからハラスメントだとか、そういうこと

の被害を受けていらっしゃるという方はい

ないように思っています。 

 ただし、足立区として、例えばさっき委員

長おっしゃいましたけれども、ＤＶとかが発

生したときに、どういう取り組みを区として

していくのかということを学ぶことによっ

て、企業としてもそれと足並みをそろえてい

くことができると思いますので、ぜひそうい

うことについては、今年度も勉強させていた

だきたいと思っています。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 ちなみに保田さんの会社は、今回コロナに

なって、テレワークとかあるいは在宅での勤

務というのはされましたか。 

（保田委員） 

 うちは足立区の綾瀬に会社があって、大体

社員さんの６割ぐらいの方が足立区なんで

すね。歩いて会社に来るか、自転車で来るか

という方たちばかりなので、まず電車に乗っ

てくるという人がほとんどいなくて、その４

割ぐらいの方たちには会社の車を貸し出し

て、車で通勤してもらったりだとか、そうい

うこともしています。 

 それから、ここにもありますけれども、お

子さんの学校の都合でどうしても来られな

いという方には、時間を短くして働いていた

だくということはしました。蛇足ですけれど

も、給料の減額はなしで、そのまま働いてい

ただくということをしました。 

 何がいいのかは、正直言って分からないも

のですから、多分、これがいいだろうという

ことで、国だとか都だとか区だとかが推進し

ていることは、取りあえず全部事務所の中の

対策も含めてしてきているつもりなので、お

かげさまで何かそういうことで今困ってい

るという方は多分いないというふうに思っ

ています。 

（石阪委員長） 

 じゃ、例えば学校が休校だったときに、お

子さんが家にいるからちょっと仕事を休ま

せてもらいたいとか、そういうことはなかっ

た。 

（保田委員） 

 もちろんありました。当然、そっちが選択

肢というか、それが唯一の目的ですから、ど

うぞ休んでくださいということでお願いを

して休んでいただいて、お互いさまですから、

いない方の分は、例えば私も含めてみんなで

カバーをしてだとかということで何とか今

日までやってこられているというのが実際

のところです。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 小川さん、いかがでしょうか。 

（小川委員） 

 こんにちは。小川でございます。 

 私の場合は、皆さんの真剣なお話、現場で

の報告等々をお聞かせいただいて、その中で

実態を知る、もしくは改めてお返事をさせて

いただくという形、そんなお気楽な状況下な

んですけれども、いつも思うんですが、いろ

んなネットワークが、ここの会からもそうで

すけれども配信されるわけですよね。それに

よって、始まりがあって終わりが見えない。

行政まで行って、それでその結果、今年は何

人の方がこういうような状況で立ち直れた、

救われた、残念でしたって、コロナの報告じ

ゃないんですけれども、そういうふうな形が

ほぼ見えていないんですよね。それが少し、

皆様の現場を知り出したがゆえに、やっぱり

最終的なそこまでの報告というか、そういう
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のが見えると、もっと活性化されたラインと

して自立していくんじゃないかなと思うん

ですけれども、私としては、せっかく社会勉

強をさせていただいていますので、そのよう

なあたりももっと積極的に報告とかそうい

うものが見えてきたらうれしいかなと思っ

ております。 

（石阪委員長） 

 これは例えば昨年度の取り組みとかそう

いうことですかね。一通り。 

（小川委員） 

 そういうことも踏まえてですね。 

（石阪委員長） 

 これ恐らく一応ですけれども、この中では、

なかなか取り上げられる機会がないんです

が、時間がなかったので。これは今まで目標

に対する例えば進捗度であったりとか、数字

的なものが全部出て。 

（小川委員） 

 ここの会から発信されたものは。 

（石阪委員長） 

 ここの会発ということですね。 

（小川委員） 

 そういうことです。 

 結局は、ここでいろんなことを提供したり

もんだりして、最終的には末端の生活者の中

に届いて、それが届いた結果というものまで

が、私は知りたいというか、その成果が見え

たらもっとうれしいかなと思っております。 

（石阪委員長） 

 まさにそれは、そうなんですね。委員会と

しては、毎年……。 

（小川委員） 

 いただいたときは、今日も出てくる前に目

を通してきましたし、一応は、ここの中での

ことは把握しております。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 いつも区長に提言させてもらうんですね、

皆さんの意見を。確かに区長はそのときにき

ちんと真摯に受け止めてもらって、ただその

リターンというのも含めて、じゃ実際にそれ

をいざ施策の中に落とし込んでいくとなる

と、さらにまた時間がかかって、なかなか

我々としては見えづらいってありますよね。

実際それがどう区政に反映されたのかとい

うのがね。 

 今後は、だからそういう意味では、なるべ

く具体的な形になるような提案もひとつあ

りかもしれないですね。小川さんみたいに、

こういうふうにしてくださいではなくて、こ

れこれこうしないともう足立区はいけない

というぐらいの、かなり緊急性とかそういう

ものを要したという形でお話しすることも

ひとつ可能ですし、あるいは数字やエビデン

スみたいなのをしっかりつけるということ

も、ひょっとすると、区を動かすためにはで

すね。 

 ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。 

（添田委員） 

 こんにちは、添田と申します。 

 前回はお休みさせていただきました。すみ

ません。 

 私は、古千谷小学校のＰＴＡ会長として、

またシングルマザーであります。主人は、た

だ離婚ではなくて他界ではあるんですが、や

っぱりひとり親家庭ということで、子どもも

１人ですし、コロナになって休校になったと

きに家に２人きりというのが非常に息苦し

くて、やっぱり思春期に入りかけているとい

うこともありますし、１対１ですごく長い時

間を過ごすということが、こんなに大変なも

のなのかというのをすごく体験した上で、周

りのお母さんとも話をしていたんですが、例

えば、シングルマザーに限らず、旦那さんが
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いらっしゃっても、物すごいストレスがたま

っているお母さんがたくさんいらっしゃっ

て、そういうときにはけ口が全くなくて、そ

れがみんなつらいというのはたくさんお話

は伺いました。 

 ただ、それに対してどうしたらいいかとい

うすべが全くなくて、とにかく早く学校が始

まってほしい、何とか対策をしてほしい、そ

の上で、いざ学校が始まったけれども、先生

たちというか教育委員会というんですかね。

上のほうの方々が少し怖がり過ぎじゃない

かという意見は度々、今でも聞きます、それ

は。何でもかんでも行事が全部中止。何かあ

ったら困るから中止。子どもたちが一番かわ

いそうですし、子どもたちのストレスを受け

止める親も大変ですし、その辺に関しては、

少しこの委員会の趣旨とはずれるかもしれ

ないんですが、うまくもうちょっと付き合っ

ていける方法があったら本当にうれしいな

というのは日々感じております。 

 その上で、何かできることがあればいいな

と思っていますので、皆さんのご意見を伺い

ながら、参加していければいいと思っており

ます。よろしくお願いします。 

（石阪委員長） 

 一つ伺いたいのは、例えば、孤立したとい

うのがありましたし、ストレスもたまったと

いう話でしたけれども、ほかの例えばご家庭

の方と何かコミュニケーション取るとか、そ

ういうことってできなかったですか、やっぱ

り。難しかったですか。外に出られないから。 

（添田委員） 

 結局、子どもたちだけで遊ばせることもで

きなかったですし、やっぱり親がいたとして

も、本当に近しい間柄じゃないと遊ばせるこ

とは難しかったですよね。雰囲気的に。 

（石阪委員長） 

 あとは例えば、スマホとかそういういろん

な情報共有……。 

（添田委員） 

 コミュニケーションツール。 

（石阪委員長） 

 コミュニケーションツール、それはどうで

したか。 

（添田委員） 

 うちの場合は、少し厳しいかもしれないん

ですが、中学生になるまで与えないという方

針でして、子どもたち同士でコミュニケーシ

ョンを図るというツールはないに等しい。ゲ

ームだけ。 

（石阪委員長） 

 今オンラインですね、ゲームね。 

（添田委員） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 だから、よく聞くのはゲームでみんなつな

がっていたという。 

（添田委員） 

 そうですね。ただ、それもやっぱり学校が

始まってからのほうが楽しそうですよね。 

（石阪委員長） 

 やっぱりそうですよね。 

 ありがとうございます。 

 お願いします。 

（田中孝子委員） 

 田中孝子です。こんにちは。お願いします。 

 今、添田さんもおっしゃっていましたけれ

ども、子どもたちが学校が始まってからのほ

うが、学校でしゃべってきたにもかかわらず、

オンラインゲームなり、ＬＩＮＥでだったり、

コミュニケーション取れているのがいいの

か悪いのか。ただ、グループＬＩＮＥで中学

校のＳＮＳのルールが守れなかったという

のがあって、ちょっと残念なことになった、

残念というか、いじめというかそういうもの

に少し発展してしまったと。仲間外れ的なも
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のに発展してしまったというのが、残念だな

というのがありましたね。 

 別に孤立しているようなことは、私の周り

では聞かないので、今は皆さんの意見を聞く

というだけになります。 

（石阪委員長） 

 中学校は、スマホの持込みが今度可になる

んですね。 

（田中孝子委員） 

 持込みは今は駄目です。 

（石阪委員長） 

 今は駄目ですけれども、今後多分なるとい

う話なので、国の方針として。だから、恐ら

くＳＮＳを取り巻く環境が今後大きく変わ

っていくと思うんですね。このコロナをきっ

かけにね。 

 逆に言えば、あれは前向きに考えればコミ

ュニケーションツールでもあるわけで、使い

方さえ間違えなければ、孤立を防ぐことにも

なる。だから、これとどう向き合うかという

ことがまだガイドラインが全然ないので、子

どもたちとスマホの問題というのも、一つ大

きなテーマになると思います。 

（田中孝子委員） 

 ただ授業というかあれも、タブレット端末

でやるというのも。 

（石阪委員長） 

 タブレット端末を使ってとか、あるいは１

人１台パソコンなりタブレットという話も

あるので、この辺はこれが果たしていいのか

悪いのかというのはまた別として、あとこの

会議のテーマとしてはどうなのかというの

はありますけれども、今後考えていかなきゃ

いけないテーマになると思いますね。 

 ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。上野さん。 

（上野委員） 

 こんにちは、上野です。 

 私の周辺は皆さん方平和というか、五反野

周辺とか弘道のほうは、何も私の耳に入って

こないんですよ。年配者も楽しく、結構過ご

しているんですよ。何か見ていると、ＤＶな

んかも全然聞いたことないんですね。ちょっ

と皆さんのところＤＶも本当多いなと思っ

て、暴力も全然ないんですよ。ほとんど。ほ

とんどないから、私も平和ですけれども、皆

さんも平和じゃないかなと思っているんで

すけれども、ただやっぱり車椅子の人は大変

じゃないかななんて思うんですけれどもね。

センターなんか行くと今は入れないんです

よね、車椅子は。つえをついている人は大丈

夫なんですけれども、そういうところもあり

ますけれども、何しろ子どもたち、私も高齢

者ですけれども、高齢者は皆さんすごく生き

生きして仕事というんですか、自分の生活を

守っているみたいですね。ただ、ちょっとお

金のほうが大変かなという感じで、皆さんそ

ういうことはちらっと聞くんですけれども、

それは皆さん同じ、お金は同じことですから、

だから、あの近辺は平和でいいのかなと思い

ながら、学校周辺も、学校からも何も全然事

件がなくて、弘道第一小学校なんですね。あ

と、足立小学校。この間、足立小学校で何か

ありましたね。体操をやっていて。それぐら

いかな。足立小学校で五、六人倒れたという

ことで、暑いさなかに運動して。下があれで

すから。そのぐらいなんで、あまり、子ども

も勉強は学校でやるものだよね。うちじゃな

かなかできないって。だから身に入らないと

言っていました。だから、今子どもたちは学

校もすごく楽しんでいると思いますよ。エン

ジョイしているんじゃないんですかね。始ま

っていいんじゃないかなと思っています。 

 まだまだ私も分からないことがいっぱい

ありますので、皆さんの意見を本当に聞いて

やっていきたいなと思います。 
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 よろしくお願いいたします。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

（猪野委員） 

 こんにちは、猪野です。よろしくお願いし

ます。 

 私のほうでは、子どもさん関係については、

ＮＰＯ団体さんとのいろいろな集まりがあ

ったので聞いてみましたが、大変ですけれど

もお互い助け合って、密にならないような形

で集まったり、お互いやり取りしたり、何か

工夫したりということをしていたみたいで

す。 

 ただ、勉強の遅れや受験対策で、放課後に

教えていた団体さんがあったのですが、やは

りそれが開催できなくて、宿題であったり、

勉強を見てあげるということができなくて、

非常に大変だという話は聞きました。 

（石阪委員長） 

 基本、対面無理ですもんね。一緒に見てあ

げるとかね。 

（猪野委員） 

 そうですね。何名か少し遅れがちな生徒さ

んを、小学校から中学生ぐらいの方を集めて、

フリーで個別に指導していました。10人ぐら

い多いときは集まっていたんですけれども、

今は、１人とか２人とか。逆に遅れているお

子さんがどうなっているのかというのもち

ょっと状況が分からなかったりして、大分遅

れちゃっているんでしょうというご心配は

されていました。 

 高齢者については、やはりご家族がちゃん

と面倒を見ているご家庭はまだいいと思う

んですけれども、そうじゃない、一人で暮ら

している方とかが、やはり認知機能、それか

ら体力、筋力の低下ということで、介護度が

どんどん上がってしまうという状態です。 

 ただ、今、地域包括支援センターや役所の

福祉担当課でも、結構案件がいっぱいいっぱ

いで、手が回らないという状況のようです。

通常でしたら、地域包括支援センターでは見

守りとかするんですけれども、もう毎日やる

ことがいっぱいあって、とても一人一人のと

ころまで手が届かないような状況にあると

いうようなことはちらっと聞きました。 

 あとは、たまたまの案件ですけれども、高

齢者同士で、ごきょうだいで暮らしていたお

宅が、お姉さんが自宅で骨折してしまい、救

急で入院して、それから老人保健施設に移っ

て、今度、老人ホームに入所しました。この

コロナの中あまり高齢者は動いちゃいけな

いというのに、早く次へ移れ移れみたいな形

で結構せかされて、物すごい大変だった事案

があったんです。地域包括支援センターに相

談に行ったけれども、全然相談に乗ってもら

えなかったということで、ちょっとクレーム

みたいなのが出て、地域包括支援センターの

ほうでも、把握できていないことだったので、

今後、対応していってもらうような形でお願

いはしましたね。 

 だから、一人で暮らしている方は今一番大

変じゃないでしょうかね。やはりコロナがま

だ収束しないので、デイサービス等も通えな

いで、栄養状況も落ちたりしているので、緊

急で入院したりとか、悪い方向にみんな段階

が下がって暮らしていらっしゃる方が多い

ように見受けています。 

 あと、足立区内で最近、事件がすごい頻発

しているんですよね。子どもさん対象と、そ

れから高齢者対象なんですけれども、８月20

日ぐらいから、防災アプリで毎日メールが入

ってくるんです。 

詐欺ですね。警察官を名のって、家電とか

携帯とかに電話をして、クレジットカードで

あったり、プリペイドカードを買って番号を

教えてくださいって、そういう事案がすごい
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毎日毎日入ってくるんですね。 

 あと、夜一人歩きとかしていると、声がけ、

小学生の女の子とかだと、車に乗った人が声

がけするとか、そういうのもあるので、その

辺の対策とかどう考えているのかなという

のをちょっと気にはなっています。 

 以上です。 

（亀田委員） 

 こんにちは、亀田です。よろしくお願いし

ます。 

 前回、コロナ禍の中、懸念されることとし

て、外出自粛によるＤＶや虐待と経済不安、

あと子どもたちの学習の遅れというところ

をお話しさせてもらいました。委員さんから

現状を教えていただき、今後の課題になると

考えています。 

それに加えてというところですと、高齢者

や子どもさんの医療受診が減っていると聞

いていて、その医療受診の手控えによるその

状況が知りたいかなというところと、あと、

本当に感染された方に対する偏見とか非難

もあると聞いているので、そのあたりもヒア

リングでもしできるんだったらお伺いした

いかなと思っています。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 恐らくコロナと言ってしまうと、非常に話

が大きくなってしまって、なかなか難しいテ

ーマもあると思うんですよね。 

 例えば、今亀田さん言っていただいたのは、

僕も知りたいんですけれども、例えば、差別

の問題であったり、あるいは医療受診を控え

るような、そういう動き。 

 恐らくなかなかまだ担当課も、多分動きな

がらいろんな情報を収集している段階で、施

策としてなかなかそれを展開していくとい

うところをお話しいただくのは難しいかな

と思いますので、一応第７次のこの行動計画、

計画ありますが、計画の進捗と、それから今

後どうしていくかということが、一応前提に

なります。それでないとなかなか多分担当課

としてお話も難しいと思いますので、皆さん

いろんなお話をいただきましたけれども、こ

の中から選ぶということになると、まず前半

部分で主に出たＤＶの問題ですかね。特にＤ

Ｖといっても、この計画でいうところの恐ら

くⅢ－２かな。ＤＶ被害者への支援体制の充

実、つまり支援のところですね。ここは非常

に外から見ていると分かりにくいというこ

ともあるので、そもそもＤＶの場合、配偶者

間、パートナー間のＤＶもあれば、子どもに

対する暴力もあると思うんですけれども、そ

のあたりのある意味では組織としてどうい

うふうに関わりがあるのか、組織体制のまず

は理解、情報共有というのをまずは優先をし

てお話しいただいて、その後、課題点のよう

なものを担当課からお話しいただけるとい

いのかなと。 

 もし可能であれば、お話しいただける事例

とかケースみたいなものまで踏み込んでい

ただいて、実際こういうケースがあったとき

にこういうことが非常に困りましたとか、う

まく連携が行かずに、そういうのを見逃して

しまったとか、ひょっとすると、そういうケ

ースもお話しいただけるといいかなと思い

ますので、また後半にどんなようなことが可

能なのかとか、皆さんから伺いたいと思いま

す。 

 一つはＤＶ問題いかがでしょうか。皆さん

大体、その話。ここは実は孤立の問題も含ん

でいて、恐らくコロナがあり、孤立が進んで

いく中で、先ほど添田さんの話もありました

が、コミュニケーションが取れなくなると、

恐らく部屋の中にそれが潜在化してしまっ

て、より大変な事態になる。実際に死に至る

ケースもあるということですので、孤立の問
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題やコロナの問題ともこれ実は大きく絡む

問題ですから、今回、コロナを踏まえてこの

あたりどのような体制の充実を図るべきな

のかというのを、また皆さんからご意見をい

ただきたいというのが一つですね。 

 それから、二つ目がなかなか難しいなと。

皆さんのご意見を集約することが難しいん

ですけれども、教育問題というのも一つあり

かなと思ったんですが、現時点としては学校

が始まってしまっていて、恐らくここの会議

の中で教育問題を議論するというのは、なか

なか難しい面もあると思うんですよね。一つ

には、なかなか行政から学校に対して意見を

言うというのは組織上難しいというのもあ

って、教育委員会というのがあるんですけれ

ども、なかなか動かない、動きにくい。 

 それからもう一つはこの男女共同参画の

テーマにどう結びつけていくのかが非常に

難しいということもあるので、それよりは働

き方とかワーク・ライフ・バランスのほうが

この会議で議論するテーマとしてはふさわ

しいのかなというふうに思ったりもします。 

 というのは、この中には民間の企業にお勤

めの方もいるでしょうし、それから支援をさ

れている方もいますので、例えばコロナ、ポ

ストコロナになったときに、実際に働き方を

改めて振り返ったときに、労働時間って本当

に縮減されたのかとか、あるいはその分、家

事や子育てをシェアをするような環境とい

うのが家庭内にできてきたのかとか、そのよ

うなことはやっぱり把握しておく必要があ

るのかなという気もするんですね。 

 足立区の場合は、ワーク・ライフ・バラン

スの企業、保田さんの会社も認定されていま

すけれども、この中に、今までコロナのこと

は恐らく、この新しい冊子を見ても、評価ポ

イントって何でしたっけ。ここに掲載される

ためには、何かありましたよね。指標ではな

いですけれども。 

（寺島課長） 

 制度のほうです。７ページをお開きいただ

くと、推進企業の認定制度が載っています。 

 経営者の取り組みから始まって五つの取

り組みの分野がありますので、それぞれの分

野ごとにチェック項目、チェックリストが用

意してあります。それで一定程度クリアでき

ると、その分野はオーケーですよ。その認定

分野が何個クリアできたかによって、一つ星

から三つ星までランクが分かれているとい

う形になります。 

（石阪委員長） 

 たしか星も、昔はなかった。 

（寺島課長） 

 なかったです。 

（石阪委員長） 

 それをある程度グレードを分けようとい

うことで、一つから三つ。三つ星というと何

かすごい感じがしますけれども、これでいう

とかなり項目数が多いということですね、該

当項目が。 

（寺島課長） 

 そうですね。労働条件など法的審査のクリ

アも必要になってきますので。 

（石阪委員長） 

 ですので、これでいうと、認定分野が五つ

あって、その五つ全てにチェックが入れば三

つ星ということですね。 

（寺島課長） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 仮にですけれども、一つでももし該当があ

れば、一応星一つはもらえるということにな

ります。 

（寺島課長） 

 そういうことです。 

（石阪委員長） 
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 ですので、少しハードルの高さを変えて、

グレードを分けているということですけれ

ども、実際これ三つ星を取っている企業って

どれぐらいあるんですか。何社ぐらい。 

（寺島課長） 

 認定は全部で85あるんですけれども、その

うちどれぐらいかな。ここに載っているので

50から60ぐらいだと思いますね。 

（石阪委員長） 

 ということは、３分の２ぐらいは三つ星を

取っている。 

（寺島課長） 

 はい。 

（石阪委員長） 

 ただ恐らく、これはもちろんコロナになる

前の認定ですから、そういう意味では五つあ

ったけれども、場合によっては、これ毎年毎

年チェックし直すんでしたっけ。 

（寺島課長） 

 一度認定を取ると３年間有効です。 

（石阪委員長） 

 ３年有効。３年たったところで見直しとい

うことなんですけれども、例えば、このチェ

ックでいいのかというのも今後、今、五つの

分野があって、それからもう一つは働き方自

体が、さっき言ったようにリモートになった

りとか、あるいは、在宅になったりしたとき

に、これをどう適用するのかというところも

含めて、項目の見直しもあり得ると思うんで

すね。特に「仕事と育児・介護の取り組み」

であったり、「職場環境」、このあたりは比

較的コロナの後影響を受けたところも多い

のかなという気もするので。 

 つまり、せっかくこういったワーク・ライ

フ・バランス認定企業があるので、こちらを

ここが所管しているということなんですけ

れども、実際にコロナになって働き方が変わ

っていく中で、こういった例えば項目であっ

たりとか、このワーク・ライフ・バランス認

定企業の仕組み、これをどう見直していくの

かというところが一つ大きなテーマかなと

思います。 

 これはいかがですか。これって皆さん知っ

ているんですか。結構いろんな場面で使われ

たりするんですか。ワーク・ライフ・バラン

ス認定企業。この企業は星三つだから、よく

我々レストランを選ぶときは、星三つのとこ

ろに優先的に行く、そのための指標だと思う

んですけれども、使い方がどういうふうに使

うかというのは、なかなか難しいですね。 

 内藤さん、これどう使ったらいいかという

ことですけれども。 

（内藤委員） 

 事務局は担当課じゃないと思いますけれ

ども、じゃないですよね。 

（明石係長） 

 担当です。 

（内藤委員） 

 担当ですか。 

 今座長おっしゃったような、どういう場面

で使う、国のほうだと、例えばくるみんとか、

えるぼしとかだと名刺にマークを入れられ

るとか、そういうのもあったりするんですけ

れども、これはどうですか。 

（寺島課長） 

 これは基本的には、やっぱり企業の方々が

区のワーク・ライフの認定企業ですよという

のをＰＲに使ってもらって、人材確保だった

りとかというところで活用いただくという

のが目的になってくるかなと思います。 

（内藤委員） 

 それ、どれぐらい活用されて、効果を上げ

ているかみたいなというのは取ったりする

んですか。 

（寺島課長） 

 そこまでの数字とかエビデンスはまだ取
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っていないです。 

（内藤委員） 

 そういう取り組みだと思うんですけれど

も、そういうのが分かるともう少し区独自の

制度としていいのかなと思いましたが、あと

ちょっと付け加えてもいいですか。 

 今この指標を見て、これはもう当然良いも

のなんですけれども、この男女委員会の視点

からこれを捉えた場合に、当然女性労働者に

とってのワーク・ライフ・バランスというの

は、普通に働くにおいてもキャリア女性とし

て働くにおいてもそれ自体重要なことなん

ですけれども、配偶者の男性労働者の働き方

の観点でワーク・ライフ・バランスを見ると

いう視点もこの委員会としてはあると思う

んですね。 

 そうした際に、こういうことも大事なので

すが、組織として、男性労働者の意識改革、

自社の男性労働者を中心とした労働者の性

別役割意識の転換を図るような取り組みと

いうのも、この委員会としては重要な視点な

のかなと思いました。 

 そのためにつくっている指標ではないと

思いますけれども、ワーク・ライフ・バラン

ス推進の目的の一つには、女性活躍に関する

ものがあると思いますので、そういうものも

少し考えていただければなと、今ふとこの指

標を見て思いました。 

（寺島課長） 

 ワーク・ライフ・バランスは、今内藤委員

おっしゃったように、女性だけのものではな

くて、当然男性にとっても誰にとっても働き

やすいというのがワーク・ライフ・バランス

の視点かと思いますので、そういったところ

では、各企業さん、そういった視点を持って

取り組んでもらいたいなというふうには思

っています。 

（石阪委員長） 

 あと、付け加えるなら、近年でいうと、例

えばもっと人権問題に絡めた、例えばハラス

メントであったりとか、それから例えばＬＧ

ＢＴに対する支援であったりとか、そういっ

たところが今後恐らくいろんな形で加えら

れてくると思うんですけれども、例えば先ほ

どからＳＤＧｓの話がありましたけれども、

そういったものに基づいて、例えば指標とか

これでいうと、今分野がありますけれども、

これをちょっと増やしてみようとか、変えて

みようということは今後可能性としてはあ

り得るということですね。もちろんね。 

（寺島課長） 

 そうですね、可能性としては。 

（石阪委員長） 

 世の中の状況の変化に。ですので、提案す

ることも可能ということになります。こちら

の委員会から、このような形で今後考えてみ

てはどうかということもできますし、あとは

使い方ですよね。星三つであるメリットとい

うのは、恐らく企業にとってのメリット。 

 保田さんに聞いたほうがいいかな。今まで

何かメリットって、具体的に星三つで。星三

つのメリット。 

（保田委員） 

 去年もお話ししましたけれども、女性の方

からの、募集をすると応募が物すごくやっぱ

り増えました。 

（石阪委員長） 

 これに登録されて。 

（保田委員） 

 多分そうだと思います。 

（石阪委員長） 

 採用のところで女性の応募が増えるとい

うことですね。 

（保田委員） 

 そうですね。大学を卒業する大卒新卒の方

もそうですし、中途の方もそうですけれども、
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今年もそうですけれども、新卒の会社説明会

をやると、10人のうち８人は女性ですね。大

体。これは圧倒的に、多分この取り組みとい

うのは、もう10年以上になると思いますけれ

ども、そこから明らかに女性の方たちの応募

というのが非常に増えてきたのと、それから

もう一つ特徴的なのは、女性の方が退職する

というのはほとんどないです。一度入ってこ

られて、お休みするということは、例えば出

産だとかそういうことでお休みするという

方はいらっしゃいますけれども、退職すると

いうのは、まずないですね。 

（石阪委員長） 

 そうすると、離職率の防止につながるとい

うことですね。そうするとね。 

（保田委員） 

 そうですね。男性も例えば実家を継ぎます

とか、例えば声優になりたいから専門学校行

きますとか言って辞める方もいますけれど

も、ワーク・ライフ・バランスというか認定

されている、されていないよりも、最初に足

立区さんのほうから声かけていただいて、二

人三脚でいろんなことに取り組んできた結

果、男性、女性ともに離職率というのは非常

に低くなっていると思いますし、あとは、分

かりません。大学生の方たちのネットワーク

があるんだか何だか分かりませんけれども、

女性の方の応募というのは非常に多いです。 

（石阪委員長） 

 今の話だと、一つは区民の皆さんですね、

がこれを見て、まずはどう思うか。例えば今

言ったように離職率が低いとか、あるいは非

常に女性社員に対して優しい、そういう会社

なんだということが分かるのと、あと企業側

にとってみると、例えば今だと入札とかそこ

まではないんでしたっけ。 

（寺島課長） 

 入札で加点制度が。 

（石阪委員長） 

 一応加点があるのと、あと何かメリットは

ほかはどういうこと、例えば三つ星持ってい

るというと。恐らくそこが一番かな。 

（寺島課長） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 入札のときに加点がつくということ。あま

り分からないですね。入札経験。 

 小川さんに聞けば。小川さん、法人会です

から。 

（小川委員） 

 本年度はこのような活動はしていないん

ですけれども、前年度、いわゆる令和１年の

総会、理事会は棄権しましたので、その前の

年度ですね。そのときに私が一番ここで最初

に会議をしました年度ですけれども、やはり

これがありまして、それで皆さん社長さん方

ですから、ここのページを開いて、こういう

一つ星から三つ星まで星いただけるんです

よというようなお話で、それにはこちらの五

つの取り組みをしていただいて、公認される

とここに載る。いや応なしに足立区内の宣伝

をしてもらえるしという利点を挙げました

けれども、結局星一つだろうが三つだろうが

現状には関係ないということと、今、保田さ

んの会社のほうで女性の応募が非常に多か

ったと。これは男女別に分けますと、女性の

場合は、就職するにしても何をするにしても、

いろいろデータを集めて、その上でターゲッ

トを決めて入り込んでくるという、そういう

女性特有のタイプにマッチしていると思う

んですね。男性の場合は、こういうのがあっ

ても、あえて取り寄せたりとかしないで、ざ

っくばらんに、自分の仲間うちの会社とかそ

ういう昔ながらの会社の状態を見て入り込

んでいく。ですからあまり、男女に分けてと

いう見方もありますけれども、会社そのもの
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としては、星一つだろうが三つだろうが、そ

んなに大きな得策というか。 

 日販とかそういう日常の商品を扱って、

日々ソクハン、ソクハンをやっていくような

状態の会社経営ですと大きな効果があるで

しょうけれども、常時何万個、何千個という

単位でやっているような会社の体系ですと、

あまり紹介をいただいても、そんなに大きな

メリットというのがないんじゃないかなと

いうようなことで、私２度、３度ぐらい紹介

をさせていただきまして、なおかつうちの会

報誌にも足立区のほうのご紹介で売り込み

をさせていただきました。皆さん、ご覧にな

りましたか、手にお取りになって確認しまし

たかって、私は結構上から目線でがんがん言

うほうなので、そういう感じで申し上げまし

たところ、だって星三つっていったって、食

事に行くときだって、そこらにぱっと入っち

ゃうだろうって。何かのときだけ、三つだか

らあそこ行ってみようかって、そういう感覚

だと思うんですよね。これもね。ですから、

もっともっとうんと平たく底辺にまで、さっ

と見たときにこんなのがあってという、それ

ぐらいまで普及されないと、やはりこれの効

果というのは、今時点では大きく評価されな

い、まだそういう段階ではないかなと私は思

いました。 

 以上でございます。 

（石阪委員長） 

 もう小川さん、ずっとこれ宣伝してもらっ

ていたんですね。ずっとね。法人会行ったと

きに。これ見せて入れ、入れって。 

（小川委員） 

 そうです。こういうふうに三つになるんで

すよって。別に要らないよなんて、はっきり

した方はそういうふうにもおっしゃってい

ました。 

（高祖副委員長） 

 ここに載っている企業が、みんなよく知っ

ているかというと、そこはまたＰＲの問題。

そこも一つ足立区側として、前も何かそんな

話もしたような気もするんですけれども、広

報のしかたは一つあると思います。 

 あとは、星印が三つか二つかというよりも、

やっぱりこの認定企業を、増やしていくこと

が必要だと思います。毎年どのくらい増えて

いたりするんでしたっけ。 

（寺島課長） 

 これは制度を変える前は大体五、六社ぐら

いあったんですけれども、この制度を変えて

最初の敷居を下げたこともあるので、10社ぐ

らいずつは増えていくような感じです。 

（高祖副委員長） 

 だからやっぱり増やしていくことが大事。

結局、保田委員がおっしゃられたように、働

きやすいから離職率が下がるんだと思うん

ですよね。だから、そういう意識を持ってい

る会社を足立区の中にも、ほぼみんな、足立

区の会社はみんな働きやすそうだよという

イメージになると、いい人材がほかからも来

るんじゃないかなと思います。だから、認定

企業になりたいと思わせる、そういう啓発も

すごく必要かなと思います。 

 あとはもう一つは、コロナが収まってもま

た感染症が流行る可能性もありますので、そ

こに向けての対応ですね。あと、今よく言わ

れているのが、在宅勤務になったときの従業

員の評価。会社にいると働いている様子が見

えるし、タイムカード押すからわかりますけ

れども、じゃ、家に在宅していたら、ずっと

モニターで映されているかというと、それは

またそれですごく疲れちゃったりします。そ

の指標とかで困っている企業もすごく多い

と思うんですよね。 

 なので、そういう視点での勉強会みたいな

のも行われるといいのかもしれないなと思
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います。 

（石阪委員長） 

 どうぞ。 

（石川委員） 

 話が戻ってしまうんですけれども、この認

定企業の制度、ハローワークで求人をいただ

くときに、保田委員のマイクロエレベーター

さんも求人をいただいた経歴があって、そこ

には会社の特徴の中に、認定を受けています

ということを記載していたりとかしていま

すので、求人を出していただくときに、受け

ているんですという話があれば、もちろんそ

ういったところでアピールをしていくとい

うことはハローワークでもできるんですね。 

 なので、もしあれだったら、今後連携をし

て、ここは認定されましたというところを、

ハローワークのほうと連携して求人を出す

ときに活用できるようになれば、よりいいの

かなというふうに。実際に今活用されている

会社もあるという。 

（石阪委員長） 

 そうなんですよね。少し時間もあるので、

簡単にまとめさせていただくと、一つはこの

活用の仕方ですよね。せっかく認定されても、

どう活用していくのか。今、ハローワークで

は活用の方法があるということもあります

し、それから皆さんもいろんなところで広報

いただいて、この三つ星にするシステムとい

うのも、これもいろいろリニューアル、見直

し重ねていって、今こうなっていますので、

当初はそのプレみたいのがあったんですね。

予備軍みたいな形で。 

（寺島課長） 

 それはまだ残っています。 

（石阪委員長） 

 残っている。それをクリアすると本採用に

なるみたいな、たしかそういうシステムだっ

たと思うので、そういうところを見直しいた

だきながら、今これ出来上がっている。 

 ただ、これをどう活用していくのかという

のも一つですし、それからもう一つは選定基

準のところですね。例えば、感染症対策をし

っかりやっていて、従業員に対して非常にし

っかりとした、その辺をケアしているとか、

あるいは先ほど言ったように人権とかコン

プライアンスとか、これからさまざま出てく

る課題に対して、きちっとした指標の下にや

っているかどうかというところも一つ検討

は必要になってくる。 

 こういった評価の部分と、それから活用の

部分。恐らくこの委員会としては、これをう

まく使う。そして、逆に言えば、足立区で働

くということが、ある意味では非常にすばら

しいことなんだ。それが区にとってもメリッ

トがあると思いますので、このコロナを通し

て働き方が見直されるというのは、逆に言え

ば一つの働き方を見直すチャンスでもある

というふうに考えれば、じゃ、どういうふう

な形でこのワーク・ライフ・バランス推進認

定企業を活用していくのか、これも今後一つ

の大きなテーマになるのかなという気もい

たします。 

 一旦、ここで後ろの時計で10分ぐらいまで

休憩させていただいて、そこからテーマの絞

り込みと、それから質問項目、それから担当

課、このあたりを決めていきたいと思います。 

 一旦、10分まで休憩ということにさせてい

ただきます。 

  （休 憩） 

 

３ 所管課ヒアリングについて 

  （１）ヒアリング実施課の検討 

  （２）実施回と内容 

（石阪委員長） 

 それでは時間になりましたので、後半、委

員会を進めていきたいと思うんですが、前半
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ちょっと途中になってしまいましたけれど

も、一つは皆さんの比較的意見の多かったＤ

Ｖに関係あることですね。こちらのほうにつ

いては、また皆さんからもどんなようなこと

を伺いたいのか。一つはそういったそもそも

支援の体制がどうなっているのかという、こ

の仕組みの問題ですね。このあたりはもうご

意見いただきましたので、それ以外で例えば

聞いてみたいことですね。 

 それからもう一つ、今、最後にちょっと出

てきた働き方の問題です。 

 今、区の担当さんからもお話しいただいた

んですが、ヒアリングのシートみたいなちゃ

んとチェックシートみたいなのがあって、ヒ

アリングを区の職員がしていって、項目が幾

つあるかというのがあるので、もしこういう

ものが共有できたら、また皆さんと一緒に、

じゃ、この項目が実際どうなのかということ

も含めて検証していくことはまず可能だと

いうことですね。 

 それから、もう一つは、恐らくどこでも結

構こういうことをほかの自治体もやってい

るんですけれども、登録だけして終わりとい

うところがやっぱり多いんですよね。これを

どう活用していくかというところまでは、な

かなか議論できないので、そのあたりを今後

どうしていくのかというのも一つ大きな課

題だろうと。 

 今のところは、例えばさっきあった入札の

ときに加点があるということと、それから地

元の信金からの特別な融資が受けられるの

かな、これに登録されると。今の時代、企業

にとってみると、融資が受けられるというの

は非常にメリットになると思うので、こうい

ったことも一つメリットとしてある。 

 あと、ほかは特に大きなメリットって何か

あるの。あとはこのマークが自由に使えると

か、これはどうも足立区のつくったロゴマー

クで、これはデジタルデータとしてお渡しを

して、企業が自由に使っていいそうなんです

が、使う機会があるかどうかは別ですけれど

も、ご自身の名刺であったりとか、あるいは

企業のロゴの横にこういうものを置いてみ

る。あるいは、くるみんとか多分国でやって

いる事業っていろいろありますけれども、え

るぼしとか。そういうのと併せてこれも使う

ことは多分できると思いますから。 

 ただ、あと活用がなかなか区としても、せ

っかく星三つになっても、どうやって活用し

ていくのかというところは、なかなか見えて

いないところもあるので、もしこの会議の中

でそれが可能であれば、皆さんからもっとこ

ういうふうに活用したらいいんじゃないか

とか、あと参加企業も増えてはいるんですけ

れども、足立区にある企業の数というと、恐

らくこれだけではなくてかなりの数ですね。

割合でいうと、まだ３％かそれぐらい。１％。 

（寺島課長） 

 割合としては、高くないです。 

（石阪委員長） 

 これはもう当たり前なんですね。これはど

こでもそうなんですけれども、なかなかこの

ワーク・ライフ・バランスの例えば推進企業

であったり、こういったワーク・ライフ・バ

ランスに係る登録というと、どこの自治体も

なかなか進まないんですよね。だって、足立

区に恐らく何万社企業があったら、本来だっ

たら、この冊子でいうと電話帳みたいな厚さ

になるはずなのに、これで済んでいるという

ことは、まだまだ関心がやっぱり薄いという

ことと、そこまでの必要性がないということ

もあるのかもしれない。あとは広報が不足し

ているということもあるかもしれませんが、

これはかなりうまく活用すれば、比較的、足

立区の取り組みのＰＲにもなるし、企業にと

っても、あるいは先ほど求職者、仕事を求め
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る人にとってもメリットがあるということ

ですので、これをどう活用していくかという

お話も一つテーマとしてはあり得るのかな

と。 

 ですので、この柱でいうと一番上になるん

ですかね。第７次の行動計画でいうと、基本

目標Ⅰ－１になるのかな。「『働くひと』と

企業がともに輝くためのワーク・ライフ・バ

ランスの推進」の中に入ってくるのかな。 

 広い意味でいうと、足立区がどういうこと

を、どういう点を評価するかということにも

つながってくるので、区としてのスタンスで

すね。どんな働き方が足立区の働き方として

は理想なのかということも、本来であればこ

ういった企業の中には、理念として入ってい

なければいけないと思うんですよね。ですの

で、皆さんからぜひこういうところはもっと

評価してほしいとか、こういった取り組みを

むしろ評価するような形にしたほうが広ま

っていくんじゃないかとか、そういうような

お話もいただければと思います。 

 担当課はこちらになりますので、どのよう

な形で調整するのかちょっと分かりません

けれども、もしこれをテーマに選ぶんであれ

ば、そういったことも一つあり得るのかな。 

 小川さんもせっかくいろんなところでや

っても活用の方法がなかなか見えないので、

一生懸命企業の方もね。 

（小川委員） 

 これに限らずですよね。まとまってもここ

までやっとたどり着いたのに、この先大事な

ところで活用されないということが多いで

すよね。 

（石阪委員長） 

 はい。 

 例えば、添田さんなんかこれを見て、この

会社に勤めたいとかということはどうでし

ょうか。あまり……。 

（添田委員） 

 まず、自分が働こうと思って探すときに、

これは使わない。 

（石阪委員長） 

 これは使わない。なぜ。 

 確かに、自分で求職するときに、仕事を求

めるときに、多分これは見ないと思うんです

けれども、例えば足立区のワーク・ライフ・

バランス推進企業なんですという、例えばご

自身の興味のある会社が、例えば認定を持っ

ていたとしたら。 

（添田委員） 

 興味がある会社が持っていたとしたら、そ

れはすごいプラス評価だと思います。 

（石阪委員長） 

 やっぱり評価としてはプラスになるとい

うことですね。 

（添田委員） 

 例えば、迷っている企業が何社かあったと

したら、少し上に上がってくるかなと。 

（石阪委員長） 

 ポイントアップということですよね。 

（添田委員） 

 はい。それは思います。 

（石阪委員長） 

 恐らくハローワークでも使い方としては

そういうことですね。プラスアルファとして

これを位置づけているということですね。 

（石川委員） 

 はい。 

（小川委員） 

 それでいいんですよね。 

（石阪委員長） 

 そういうことです。これを見てさすがに会

社を選んでしまうと、ちょっと……。 

（小川委員） 

 スタートラインからは見られないけれど

も、自分が安定したときに、ずらっといろん
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な社会評価を指標としたときに、これが大い

に役立つと。 

（添田委員） 

 迷っているときの決め手にはある程度な

ると思います。 

（内藤委員） 

 これの改善というか改良の視点としては、

これパンフレットというよりは、やはりこの

ワーク・ライフ・バランスに取り組む企業が

増えること。登録は置いておいても、取り組

むが企業が増えることが重要なんですけれ

ども、そこで小川さんに聞きたいんですが、

企業にとって、それに取り組みたいと思う点

は何ですか。 

（小川委員） 

 法人会といたしまして、世の中にあまたあ

りますカード。法人会カードを作ろうという

ことで、なおかつ、もちろんパソコンのほう

にも全部皆さんの個別の登録をして、私ども

がじゃなくて、ほかの人がぽんとクリックし

たときに、どこどこを調べられるという、そ

ういうふうにも並行してやっていこうとし

たんですよね。 

 このカードは私ずっと反対していたんで

すけれども、やはり熱心な方がいらして、そ

こまでやるなら、その代わりもう上も下もな

く、上からトップダウンでもってやれやれ、

使おうという形でやらない限りは駄目です

よということで、恥ずかしい話なんですが、

５年間やりましたけれども、取りあえずもう

これ以上進展がないからといって無駄な経

費はかけたくないということで、５年で切っ

たんですね。 

 そういう失敗もあるんですけれども、やっ

ぱり企業って、今若い方すごく企業を興して、

活発にもうけられたり、活躍されている方が

ここのところすごく見えますよね。 

 ですけれども、うちの法人会に限らず、大

多数の方はある程度になってくると臆病な

んですよね。それで、カードにしても、それ

こそパソコンの中で、一々業者に頼んで宣伝

費かける必要ないんだよと。ここのところを

こういうふうに変えてと言えばこっちでや

るんだから、どんどんそういうふうに使って

くださいということで、メッセージをお願い

しますと言ってもバックされない。何をして

もバックされない状況で、じゃ、そんなに関

心を持たないほど日常が忙しいのかという

んじゃなくて、やはり新しいこととか、そう

いうことに見えない。はっきり違和感が出さ

れました。 

 私はそういう中で、さっきも申し上げまし

たけれども、いろんな働きをして、最終的に

何も見えてこない。返事が来ない。これがす

ごくもどかしいもやもやの蓄積でもって、ほ

かのことをやる希望が、意思がだんだん萎え

てくると言いましたけれども、まさしく経営

者って、やはり出したものはそれ相応のもの

が入ってこないと、それも長期にわたってじ

ゃないんですよね。やっぱり１年、１年で決

算をしていますから、そういう習性がついて

いるから、急いでいるわけじゃないんですけ

れども、自分の資金が足りなくてどうのこう

のじゃないんですけれども、経営者の習性と

いうか、やはり大多数の方はそんな感じで結

果を求めます。 

（内藤委員） 

 それで分かりました。 

 やっぱりこのパンフレットを見て思った

んですけれども、経営者の人にとって、絶対

これをやりたいと思う形にはあまりなって

いないのかなと。確かに「ここが変わった」

という紹介部分は良いと思うんですけれど

も、もう少し踏み込んで、どういう点が企業

としてよかったのか。今、小川さんおっしゃ

ったように、短期的な視点も多分あると思い
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ますので、短期的にはこうなった、長期的に

はこういうメリットがあったという形で紹

介できると、なお良いと思いました。 

 さっき保田さんからも、女性の応募が増え

たと。恐らく以前、女性がすごい優秀だとい

うお話もされたかと思うんですが、つまり優

秀な女性の応募者が増えたということだと

思うんですね。そういうことも多分、中小企

業中心に大きなメリットって感じられるん

じゃないのかなと。ヒアリングシートにもし

かしたら入っているかもしれないんですけ

れども、そういうところを各企業に、もう少

し聞き込むような形で、企業に取り組んでも

らえるようなものを、もうちょっと。 

 多分、これどう活用するかというのは、応

募者、働く人にとってどういうメリットがあ

るかと、どう活用してもらえるかという視点

で議論してきたと思うんですけれども、まず

企業が取り組むということが大事なので、企

業が取り組むモチベーションを持ってもら

うようなもの。このパンフレットじゃなくて

もいいですね、企業に見せるものだから。だ

から、そういう視点を少し持つと、施策とし

ていいのかなとちらっと思いました。 

 ありがとうございます。 

（石阪委員長） 

 そういう意味では難しいのは、今企業がど

んなメリットを欲しているかということで

もあって、恐らくこれが会員制のクラブであ

ったりとか、あるいは自分たちがお金を払っ

て、何かすごくリターンがあるようなものだ

と企業って喜んで入ると思うんですよね。直

接的なメリットがあるから、自分に。 

 ところが、これってある意味で無料で区が

やっていることですけれども、実際どんなリ

ターンがあるのかというのは、多分、企業の

方には見えにくいというか、見えない。そう

いう中で、例えばメンバーズみたいな形にし

て、その中で特別な恩恵があるというところ

は、やっぱり企業は、それなら入ってもいい

ということになるけれども、ほかとそう変わ

らないということであれば、じゃ、面倒だよ

ねで終わってしまう。 

 今のところは、広告、ＰＲとしての効果は

確かにあるのかもしれないです。あるいは採

用のときに、イメージを上げるというような

効果はあるかもしれないですけれども、それ

以上の効果がなかなか期待できない。そんな

イメージですよね。 

 ただ、これ民間入れないと難しいんですけ

れどもね。行政だけでは多分。 

（内藤委員） 

 ＰＲの効果があるということも、あまり知

られていない部分もあるかもしれないです

ね。そういうのも積極的に出したりするのも

一つかなと。 

（石阪委員長） 

 そうですね。 

 どうでしょうか。 

（片野委員） 

 大変恥ずかしいし申し訳ないんですけれ

ども、私は実は法人を経営していまして、こ

れは名前は知っていました。もちろん。 

 どうして入らないのかと言われたら、自分

の業種がそれに当てはまるのかどうかがま

ず分からないというのが一つあるんです。そ

れを目指していって、メリットがどこにある

のかということがまず一つあるということ。

そこをやっぱり訴えていくのが一つ。 

 やはりこれ、私今思ったんですけれども、

ワーク・ライフ・バランス認定企業の会社説

明会のようなものはやっていらっしゃるん

でしょうか。例えば、区内の子が全部そうで

すよとか、大学生とか。例えば、今職住近接

の時代になってきたので、やはり非正規から

正規に変わりたい方っていらっしゃると思
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うんですね。そのときやはりどうしても女性

の場合だと近いほうがいいということにな

るので、そういう認定企業だけの会社説明会

みたいなものってやっていらっしゃるんで

しょうか。 

（寺島課長） 

 今は特にやっていないです。 

（片野委員） 

 ぜひやったらいいんじゃないかと思うん

ですね。 

 そうすると、多分、そこに就職の求人者が

わっと来れば、ほかもうちも入ろうかなと思

う人が、やはり人材が不足しているところは

そういうことがあると思うので、あと大学生

もいますから、大学関係でもやっていけば、

地元に就職してくれるということになるの

で、税金面でもいいのかなとか、いろいろ考

えたりもしますけれども。 

（石阪委員長） 

 そうですね、例えば説明の仕方とか、いろ

いろ制限があると思うんですよ。大体、民間

が今牛耳って結構やったり、セミナー開いた

りもしているんで、自治体としてどこまでで

きるかという、あとハローワークの問題もあ

るので、どういうふうにやっていけば。 

 でも、その中である程度ＰＲを兼ねて、実

際に採用のセミナーをやってみるというの

も一つの手ですよね。 

 という議論を実は、今日ではなくて、本当

はこれからできればと思っていますので、今

日は時間もありますから、どんなことを聞い

てみようかというお話ですけれども。 

 では、今２点にまとめさせていただいて、

最初、例えばＤＶの、まずは。これもＤＶと

いってもいろいろあるんですけれども、子ど

もに対する暴力、それから配偶者、パートナ

ー間での暴力、いろいろあるんですが、そち

ら両方とも含めて、今足立区の支援体制どう

なっているのか。それが有効な支援であるか

どうかも含めて皆さんと一緒に議論してい

きたいということで、次回はまずそちらの担

当課の方にお越しいただいて、足立区の取り

組みなり支援の方法、現況、これをお話しい

ただくと。あわせて、皆さんから何かこれは

聞いておきたいということはありますか。担

当課の方に。 

 僕としては、一つケースは欲しいかなと。

例えば、トラブルになったケースや、足立区

として、なかなかうまくいかない、そういう

ケースがあればお話しいただきたいという

のと、それから実際に支援に関わっている方

からする今のこの支援体制の課題ですかね。

もっとこういうふうにすれば、本当はよくな

る。例えば都と区の間での関係、あるいは民

間との関係とか。あるいは警察も入ってくる

と思いますので、そのあたりとの関係。それ

からあとはもう一つ児相であったり、児童関

係のものと、それからこっちのＤＶの問題。

これとの関係だったり、いろいろ多分あるの

で、そのあたり、もし課題みたいなものがあ

れば担当課のほうからお話しいただきたい。 

 あとは何かありますか、皆さんのほうから。

この点ちょっと伺ってみたいって。 

（高祖副委員長） 

 あとは相談窓口のＰＲというか、困ってい

る方ってどこに相談したらいいのか分から

ないということ。あと窓口自体のＰＲもそう

ですが、「あなたはＤＶを受けていますよ」

と認識できることが大事です。子どももパー

トナーからの暴力もそうですけれども、私が

悪いから殴られるとか罵倒されるというふ

うに本人は思っていて、「それはもうＤＶだ

よ」と、ＤＶだという認識がないと相談にな

らないので。だから、その啓発と、相談窓口

をいかに周知するか。トイレにカードが置い

てあったりとかの工夫もあると思うんです
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けれども、いろんなチャンネルがないとなか

なかたどり着けない。その辺の工夫も伺いた

いです。 

（石阪委員長） 

 恐らくこの体系図で言うと、Ⅲ－１に該当

するのかな。啓発って恐らく別の項目になっ

ているんですが、多分、支援と啓発というの

はセットでもあるので、例えばもしカードと

かそういうポスターみたいなものが実際ど

んなものがあるのかというのがもしあれば、

我々のほうで見たいなというのがあります

ので、今のお話は多分そうだと思うんですが、

どんなところにそれが置いてあるのかとか、

実際どれぐらいそれをお配りになっている

のか。これでいうと１番になるのかな。Ⅲ－

１の啓発というところに多分なると思うん

ですけれども、もし可能であれば、そういっ

たものも幾つか皆さんと共有できればと。 

 ほかは。どうぞ。 

（内藤委員） 

 すみません、度々。 

 さっきご意見の中で、やはり自分の周りに

はあまりそういうふうの見えていないよと

いうご意見もあったかと思うんです。それは

ＤＶに限らず、貧困もそういうふうになかな

か見えていない。我々にとって見えづらい、

見えにくい問題なのだろうかと思っていま

す。 

 つまり、国レベルで見ると、今回のコロナ、

ＤＶもそれから貧困も４月の時点で昨年比

で30％ぐらい増ということが出ているにも

かかわらず、我々の周りでとか、自治体レベ

ルで見えていないとすると、かなり潜在化し

てしまっているということが分かるので、先

生おっしゃった１点目のところ、支援体制の

部分で、我々が状況を把握するために、少な

くとも足立区で把握している現況ですね。数

的な部分をしっかりお伝えいただくのもま

ず重要かなと思いました。 

 それから、２点目の課題のところでは、恐

らく担当課のほうでは、我々よりもものすご

くよく知っていらっしゃって、被害者支援と

して何が適切か、何が必要かということを分

かっていらっしゃると思うんですけれども、

何かの壁や限界があって難しいということ

があれば、ぜひそれをお伝えいただいて、

我々のほうで提言に生かせればというふう

に思います。 

（石阪委員長） 

 いかがでしょうか。そのあたり調整いただ

いて、次回そういう形でこちらは進めさせて

いただきたい。 

（寺島課長） 

 恐らく複数課を呼んでやっていただくと

思います。 

（石阪委員長） 

 そういうことになりますね。 

（寺島課長） 

 このあたり調整したいと思います。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 そして、今２点目として挙げられたワー

ク・ライフ・バランスですけれども、これ広

く考えれば、例えばコロナ時代の働き方、こ

れを区としてどういうことを支援したりと

か推奨していくのかという大きなテーマが

一つあると思うんですけれども、こちら担当

課というよりは、まだ今現在進行形ですね。

何か区として具体的にこれこれというのは

多分ないと思うんですけれども、一つ可能で

あるのは、区のこの間、職員さんの働き方み

たいなものですね。これに変化がもしあった

かとか、例えば、逆にあえてリモートにした

ことによって効率が落ちて、また対面に戻っ

てしまったとか、いろいろケースはあると思

うんですけれども、これは担当課でもいいで
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すし、もし区役所内の状況みたいなのが分か

れば、そういったお話をちょっと。 

（寺島課長） 

 区役所のほうでも、このコロナの影響で、

出勤や職員体制を絞ってやったりとかと実

際やりましたし、それについての、実際やっ

てどうだったかというのは、職員アンケート

も実際取っています。取ったんですが、それ

自体がまだどこまで結果をまとめて分析で

きているかは、担当課に確認しないと分から

ないんですけれども、何らかしらそういった

エビデンスで出せるものがあれば、お出しで

きるかなというふうに思います。 

（石阪委員長） 

 そのあたり、まずは区役所内の実態を、実

況を把握して、皆さんと共有していきたい。

そこから、一つ区役所のケースを例として、

じゃ、どのような働き方が今後求められてい

くのか。恐らく、去年までの議論と大きく変

わってくると思うんですよね。さまざまな部

分で、リモートであったりとか、テレワーク

というものが活用されていきながら、ある意

味で仕事って動いていく時代になってきま

したので、恐らくいろんな計画の中身まで、

これちょっと古いよねみたいな表現が出て

くるかもしれませんけれども、そのあたりを

見つつ、二つ目のテーマとしては、このワー

ク・ライフ・バランス推進企業。これはある

意味では、ここの担当課が抱える看板となる

企業のリストですから、これをどのような形

で選定していくのかという選定基準、これも

今どんどんリニューアルはされていますけ

れども、恐らくもっと細かなチェック項目が

あるというふうに伺っていますので、それを

皆さんと共有しながら、例えばもっとこうい

う点も聞いたらどうとか、この点は逆に今の

時代は要らないんじゃないかとか、そのよう

なことも皆さんからご意見いただければな

と思います。 

 それから、もう一つは、これの広報であっ

たりとか活用の仕方ですよね。今、パンフレ

ットのそのものの問題、これでいいのかとい

う問題もありましたけれども、どのような形

で、せっかくこれ選定された企業を、区役所

の中で頑張ってもらうためにも、あるいは何

らかのメリットをやっぱり持ってもらうた

めにも、どのような活用方法がいいのかを、

皆さんと一緒に考えていきたい。 

 こちらのほうはどうでしょう。担当課のほ

うで。 

（寺島課長） 

 区民参画のほうが担当課になります。 

（石阪委員長） 

 恐らくリストであったりとか、チェック項

目みたいなものになると思うんですけれど

も、そちらのほうを皆さんと一緒に共有して

いきたい。 

（寺島課長） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 せっかくですからね。多分、知らなかった

方もいるんじゃない。知らなかったという方

いますか。これを実は。みんな知らないです

よね。 

 結構長い、何年目ですか、これ。 

（寺島課長） 

 もう10年ぐらいになりますね。12年目にな

ります。 

（石阪委員長） 

 意外にと言ったら失礼ですけれども、知ら

ないんですよね。長いんですけれども。 

 だから、この辺も、広報といってもかなり

限界があるということもあるし、今後、せっ

かくこの星のシステムに変えて、いろんなメ

リットも後からつけていったわけですよね。

さっき言った入札の件であったり、融資の件
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であったり。だから、どういうメリットを持

ってもらうかということも考えられるかと

思います。 

 という大きな二つのテーマで、今年度は進

めていって、一つはＤＶに関する。これはど

ちらかというと支援のあり方の問題。もう一

つは、広い意味での働き方を今後どう考えて

いくのか。その中で、このワーク・ライフ・

バランス推進企業、こちらをやっぱりＰＲし

ていくために、あるいは活用していくために

必要なことを考えていただく。この２点で行

きたいと思うんですが、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。 

 恐らく、皆さんの中には、本当はこれやり

たかったんだけどというのがあったと思う

んですけれども、去年やらなかったものも含

めて、この二つであれば重なりがないという

こともありますので、こちらの二つのテーマ

で進めていくということにしたいと思いま

す。 

 じゃ、事項書のほうに戻らせていただくと、

２そして３については今終わったというこ

とになりますので、もし皆さんのほうから何

か質問、ご意見なければ、本日の会議は終了

ということになりますけれども、いかがでし

ょうか。大丈夫かな。 

 どうぞ。 

（内藤委員） 

 孤立の話が何点か出たと思います。添田さ

んからもそういうお話、自粛期間中にそうい

うことになったというお話あったんですけ

れども、そのお話を聞いてふと思ったのは、

物理的な孤立に対する対策というのもある

んだけれども、多分、我々が自粛期間に感じ

た孤立というのは、特に女性ですね、女性が

感じた孤立というのは、家庭での育児責任や

教育責任というのが女性にすごく負担が重

い、女性に負わされている、そこに対する孤

立感。自分が頑張らなきゃいけないという。 

 今までは学校がメインでやって、それをサ

ポートするということだったんですけれど

も、そうではなくて、保育園もない、学童も

ないとかという状況の中で、自分一人がやら

なきゃいけない、子どものためにということ

で、追い込まれていたということがあるので、

やはり心理的な孤立というのが我々にとっ

て大きかったのではないかなと。 

 となると、物理的につながればいいとかと

いう問題だけではなくて、恐らく従来女性が

担わされてきた役割というのは解放が必要

で、育児責任は、女性だけがやるものではな

い。教育責任も教育は女性だけがやるもので

はない。夫婦でやるし、社会全体でやるもの

だという認識がもっと広まらないといけな

いのかなと。そこがやっぱり我々を追い詰め

ている。 

 今までも追い詰めていたと思いますが、特

にこの期間、追い詰めてきて、今は休校では

ないですけれども、まだ追い詰めつつある。

例えば、この子が平仮名読めないのは私のせ

いではないだろうかとか、学校に行かないの

は私の声かけがまずかったんじゃないかと

いう気持ちですね。学校がなかったわけなの

で、母親が１人背負い込んでしまう。そうな

るということは、心理的な孤立というのがあ

ったのかなと思いました。 

（石阪委員長） 

 そうなんですよね。孤立も、一つは、僕は

来年かなと思っているんですね。エビデンス

がまだないんですよね。今、意見をみんな集

めている段階で、要するに孤立の考え方もい

ろいろありますし、それから実際に家事労働

が増えたというデータも、僕も探しているん

ですけれども、なかなかなくて、離婚はそこ

まで増えていないというデータはあるんで

すけれども、何かコロナ離婚って増えたとち
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またでは言われていたんですけれども、実際

はそうでもなかったという。 

（添田委員） 

 でも、子どもが家にずっといる。さらに困

ったことに旦那も家にいる。すごいストレス

って、それしか聞かないです。 

（石阪委員長） 

 だから僕はてっきりエビデンスとして離

婚は増えるだろうというふうに踏んでいた

ら、恐らく経済的な理由も大きいと思うんで

すけれども。 

（添田委員） 

 それはもうお母さんたちがすごい我慢し

ている。 

（石阪委員長） 

 だから、そこの背景に何かあるということ

ですよね。だから、恐らくそういった分析を

してみると、物すごい言い方あれですけれど

も、興味深いデータが多分取れると思うんで

すよね。 

 ですので、今年はちょっとまだ早いかなと

いう気もしていて、今内藤さんのおっしゃっ

たことって、恐らく、次年度のテーマにする

と、いろんな問題、課題というのは見えてく

ると思うんですね。 

 だから、そういう意味では、コロナは今継

続中ということもあって、今後さまざまなス

トレスの要因って何なのかとか、もっと言う

と、改めて今まで見えなかった部分が見えて

きたところもあるんですよね。 

 ひと昔前までは性別役割分業というのは、

男は外で働いて、女性は家の中で。今は全然、

両方とも家の中にいて、さらに家事負担だけ

は女性はやっている。だから、仕事も家庭も

子育てもみたいな状況になっている。それこ

そ、より負担が増しているという考え方もで

きなくもない。 

 ただ、一見すると、何か仕事から解放され

たようなイメージはしますけれども、その背

後ではいろんなストレスや負担というのが、

多分一方にのしかかっている可能性もあり

得るので、これ恐らくテーマとしては多分あ

る意味では興味深いテーマなんですけれど

も、もう１年待って、もし添田さん来年いた

ら、このテーマというのは非常に面白いかも

しれないですし。 

（添田委員） 

 ２年でしたっけ。たしか２年ですよね。私

今年新規なので、来年もおります。 

（石阪委員長） 

 ぜひだからそのあたりね。一つ興味深いな

というふうに思いますので。 

 それから……。 

（高祖副委員長） 

 ＤＶのところも結局、ジェンダーというか

性差みたいなところで、やっぱりパートナー

が強い。家の中でも家事・育児をやって当た

り前みたいな考え方で、結構強く出られるこ

ともある。在宅で、「会議あるんだから子ど

も静かにさせておけよ」みたいな感じで威圧

され、泣かせてはいけないといっぱいいっぱ

いになり、ストレスがたまるとかですね。 

 やっぱりそこも、ＤＶも関連はすると思う

んですよね。だから、そこだけ取り上げてと

いうのは、次回にと言いつつも、今回の中で

ちょっとそういう……。 

（石阪委員長） 

 できるところはもちろんね。 

（高祖副委員長） 

 そうですね。絡めて考えてもいいのかなと

思っています。 

（石阪委員長） 

 そう考えると、今回二つのテーマあります

けれども、両方とも溶かし込むことは当然で

きる。先ほど高祖さん言われたように、ＤＶ

の中でもその話できるし、それからもう一つ
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ワーク・ライフ・バランスの働き方の話でも、

そういったある意味でジェンダーの問題と

いうのが実はこの働き方の中で、また別の視

点で見えるというような、そういうような点

で議論することも可能ですから、狭い意味で

のこの二つというよりは、皆さんいろんな考

えとか知見をぜひご披露いただいて、提言と

してまとめていきたいと思いますので、遠慮

なくどんどん発言いただければと思います。 

 ほか、いかがでしょう。皆さん、どうでし

ょう。 

 それでは、少し時間としては早いですけれ

ども、本日については一応、事項書でいうと

３番目まではこれで終了ということでいい

かな。大丈夫ですか。 

 

４ 事務連絡 

  （１）次回開催 ９月２４日（木曜日） 

     午後２時～４時 第２学習室 

  （２）その他 

（石阪委員長） 

 それでは、４番目、事務連絡になります。 

 事務局のほうからいかがでしょうか。 

（明石係長） 

 ではチラシの紹介をさせていただきます。 

 「もっと家族がハッピーに！今日から家事

シェア！」というものなんですけれども、今

度９月12日土曜日にエル・ソフィアの第１学

習室、ちょうど向かいの部屋で行われますの

で、まだ申込み自体はできますので、ぜひご

参加いただきたいなと思っております。 

 あと、今回のテーマで関連するもので、テ

レワークに関する、企業向けにはなってくる

んですけれども、講座も９月16日水曜日、こ

ちら平日の夜になってしまうんですけれど

も、ぜひこちらのほうもご参加いただければ

と思います。 

（石阪委員長） 

 これは両方とも対面ですか。実際に行く、

リモートではない。 

（明石係長） 

 講座形式になっております。 

（石阪委員長） 

 分かりました。 

（明石係長） 

 こちらが、シアター１０１０のほう、北千

住の建物になりますが、場所が違うので、よ

ろしくお願いいたします。 

（猪野委員） 

 すみません、あと２枚お渡しさせていただ

いたんですけれども、そちら２件はＮＰＯ活

動支援センターさんのほうでの企画なんで

すけれども、一つが９月26日土曜日で、「女

性視点の防災を知る」ということで、初めて

女性視点でというのを捉えて企画した講座

だそうですので、結構参考になる点も多いん

じゃないかと思いますので、よろしければ見

てください。 

 あともう一つは10月10日ですが、カードゲ

ームですね。新しい企画だそうです。現在起

きていることとかそういうのをカードゲー

ムに置き換えて、みんなで学びながら現実的

にこうしていこうみたいなことらしいので、

ちょっと面白い内容のようです。 

 一応、その二つをお知らせします。お願い

します。 

（明石係長） 

 あと１点だけ、すみません。 

 次回が９月24日木曜日、場所は第３、第４

学習室になります。 

 会議録なんですけれども、この前と同じよ

うな形で、一度皆さんに見ていただいて、そ

こから校正に入って、また３回目の場でお見

せするという形にしたいと思いますので、す

みませんが、校正のほうをよろしくお願いし

ます。ご自分の発言のところだけでも構いま
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せんので確認していただければと思います。 

（石阪委員長） 

 次回が９月24日の木曜日。時間は２時から

ですね。ということになります。 

 それから、こちらのほうの講座ですけれど

も、今まで講座全然できなかったので、恐ら

くこれからたくさん講座が出てくると思い

ますけれども、講座のほうの審査もやってい

ただくことになると思いますので、もしご興

味がある講座がありましたら、積極的にご参

加いただければと思います。 

 ちなみに、これリモートではやらないんで

すか、今年は。 

（寺島課長） 

 今年はやる予定がないです。 

（石阪委員長） 

 ない。講座も、今後はそういうことも含め

て、恐らく契約のときにリモートが入ってい

なかったので、今年は恐らく対面する講座に

なると思うんですけれども、リモートにする

とたくさんの人がまず入ってくることがで

きるのと、それからもっと言うと、夜とかそ

ういう時間でも全然問題なくできる。そこに

行かなくていいので、家からできるので、そ

ういうメリットもあるので、このあたりまた

柔軟にご対応いただけると、今後いろんな講

座ができていいのかなと思います。 

 いかがでしょう。よろしいですかね。 

 それでは以上で終了させていただきます。 

 本日はどうもお疲れさまでした。 


